
号

外

二�
平

成
二
十
年

三

月
二
十
五
日

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

目

次

条

例

○
岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

(

議
会
総
務
課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

(

同

)

二

○
岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

議
事
調
査
課)

二

○
岐
阜
県
食
品
安
全
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

二

◇
岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第

二
六
号)

一

旅
行
諸
費
に
つ
い
て
一
日
当
た
り
定
額(

五
千
円)

を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
条

関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第

二
七
号)

一

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
の
月
額
を
減
額
す
る
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

本
則
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
八
号)

一

県
の
組
織
再
編
に
伴
い
、
総
務
委
員
会
の
所
管
事
項
に
つ
い
て｢

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局｣

を
加
え
、
企
画
経
済
委
員
会
の
所
管
事
項
に
つ
い
て｢

産
業
労
働
部｣

を｢

産
業
労
働
観
光
部｣

と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
食
品
安
全
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
九
号)

一

食
品
関
連
事
業
者
は
、
食
品
等
の
自
主
的
な
回
収
に
着
手
し
た
と
き
は
、
必
要
な
情
報
を
県

に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。(

第
五
条
関
係)

二

県
は
、
一
の
回
収
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
情
報
を
公
表
す
る
と

と
も
に
関
係
機
関
の
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。(

第
六
条
関
係)

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

( ) 平成20年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日



条

例

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
六
号

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例(
昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
七

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
諸
費
に
つ
い
て
は
、
旅
行(
全
路
程
公
用
の
自
動
車
等
を
利

用
し
た
場
合
を
除
く
。)

中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
五
千
円
を
支
給
す
る
。

別
表
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
同
日

前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ

い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
同
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
七
号

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
議
会
議
員
の
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号

岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
総
務
委
員
会
の
項
中｢

総
務
部｣

の
下
に｢

、
ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局｣

を
加
え
、
同

表
企
画
経
済
委
員
会
の
項
中｢

産
業
労
働
部｣

を｢

産
業
労
働
観
光
部｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
る
総
務
委
員
会
又

は
企
画
経
済
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
岐
阜
県

議
会
委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
る
総
務
委
員
会
又
は
企
画
経
済
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び

委
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

岐
阜
県
食
品
安
全
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号

岐
阜
県
食
品
安
全
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
食
品
安
全
基
本
条
例(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
七
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中｢

食
品
の
安
全
性
の
確
保
及
び｣

を｢

食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
及
び｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢
肥
料
、
農
薬
、
飼
料
、
飼
料
添
加
物
、
動
物
用
の
医
薬
品
そ
の
他
食
品
の
安
全

性
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
農
林
漁
業
の
生
産
資
材
、
食
品(

そ
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使

用
さ
れ
る
農
林
水
産
物
を
含
む
。)
若
し
く
は
添
加
物(

食
品
衛
生
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
三
号)

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
加
物
を
い
う
。)

又
は
器
具(

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

器
具
を
い
う
。)

若
し
く
は
容
器
包
装(
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
を
い
う
。)

の
生
産
、
輸

入
又
は
販
売
そ
の
他
の
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者｣
を｢

食
品
安
全
基
本
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
四

十
八
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
関
連
事
業
者
で
あ
っ
て
、
県
内
に
事
業
所
、
事
務
所
、
施

設
又
は
場
所
を
有
す
る
も
の｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２

こ
の
条
例
に
お
い
て｢

食
品
等｣

と
は
、
食
品
、
添
加
物(
食
品
衛
生
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
百
三
十
三
号)

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
加
物
を
い
う
。)
、
器
具(

同
条
第
四
項
に
規
定

す
る
器
具
を
い
う
。)

、
容
器
包
装(

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
を
い
う
。)

及
び
食
品
の

原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
農
林
水
産
物
を
い
う
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

食
品
及
び｣

を

｢

食
品
等
及
び｣

に
、｢

生
産
資
材
、
原
料
、
器
具
等｣

を

｢

生
産
資
材｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

そ
の
事
業
活
動｣

を｢

自
ら
が
取
り
扱
う
食
品
等
及
び
自

ら
の
事
業
活
動｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

食
品
関
連
事
業
者
は
、
自
ら
が
取
り
扱
う
食
品
等
の
自
主
的
な
回
収
に
着
手
し
た
と
き
は
、
人
の

健
康
へ
の
被
害
の
発
生
又
は
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
直
ち
に
必
要
な
情
報
を
県
に
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

食
品
関
連
事
業
者
は
、
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
が
実
施
す
る
食
品
の
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

県
は
、
食
品
関
連
事
業
者
と
連
携
し
、
食
品
等
の
安
全
に
係
る
情
報
を
収
集
し
、
必
要
な
情
報
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
必
要
な
情
報

を
公
表
す
る
と
と
も
に
関
係
機
関
の
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

県
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
回
収
の
措
置
が
、
人
の
健
康
へ
の
被
害
の
発
生
又
は
そ
の
拡

大
を
防
止
す
る
上
で
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
回
収
を
行
っ
た
食
品
関
連
事
業
者

に
対
し
、
回
収
の
措
置
に
関
す
る
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
見
出
し
を｢(

安
全
な
食
品
等
の
生
産)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

安
全
で
良
質
な
食
品｣

を

｢

安
全
で
良
質
な
食
品
等｣

に
改
め
、｢

農
林
水
産
物
、
製
造
さ
れ
又
は
加
工
さ
れ
た｣

及
び｢

す
べ

て
の
食
品｣

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

県
は
、
安
全
で
良
質
な
食
品
等
の
生
産
に
資
す
る
農
林
水
産
物
の
生
産
の
た
め
の
農
林
水
産
業
の

振
興
に
関
す
る
施
策
の
充
実
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中｢

食
品
の
生
産｣

を｢

食
品
等
の
生
産｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

県
は
、
前
項
の
措
置
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
検
査
の
受
付
の
一
元
化
等
検
査
及
び
監
視
の
一

元
的
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
中｢

食
品｣

を｢

食
品
等｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
中｢

食
品
の
安
全
性
の
確
保
等
を｣

を｢

食
品
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
を
立

案
し
、
及
び｣

に
改
め
、｢

推
進
す
る
た
め
の｣

の
下
に｢

総
合
的
な｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
印
刷

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


